
１月２１日官報告示

生 産 局 畜 産 部

平 成 ２ ２ 年 １ 月

指定肉用子牛の平均売買価格について（平成２１年度第３四半期）

１ 肉用子牛生産安定等特別措置法（昭和６３年法律第９８号）に基づく肉用子牛生産者補給金制度

の平成２１年度第３四半期の指定肉用子牛の平均売買価格が、品種区分ごとに次のとおりとなった。

（単位：円／頭）

黒毛和種 褐毛和種 その他の 乳用種 交雑種

肉専用種

３１０，０００ ２８５，０００ ２０４，０００ １１６，０００ １８１，０００保証基準価格

２６８，０００ ２４７，０００ １４２，０００ ８３，０００ １３８，０００合理化目標価格

３６４，７００ ２６０，８００ １４５，２００ ８１，２００ ２１８，２００平均売買価格

２１年度

第３四半期 － ２４，２００ ５８，８００ ３４，６２０ －補給金単価

２ 平成２１年度第３四半期においては、「褐毛和種」、「その他の肉専用種」及び「乳用種の品種」

について、生産者補給金が交付されることとなった。

３ なお、子牛生産拡大奨励事業に関しては、「褐毛和種」について、子牛生産拡大奨励金（増頭者に

対して２５千円／頭）又は、子牛生産奨励金（維持者に対して１６千円／頭）、「その他の肉専用

種」について、子牛生産拡大奨励金（増頭者に対して１９千円／頭）又は、子牛生産奨励金（維持

者に対して１２千円／頭）が交付されることとなった。



指定肉用子牛の平均売買価格の推移（１）
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（百円／頭） （黒毛和種）

保証基準価格

合理化目標価格

注： ４年度までは黒毛和種及び褐毛和種の価格、５年度以降は黒毛和種の価格。
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（百円／頭） （褐毛和種）

保証基準価格

合理化目標価格

注： ５年度以降新たな褐毛和種の品種区分を設定。

3,922

（２，８1０）

（２，４７０）
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（２，８５０）



指定肉用子牛の平均売買価格の推移（２）
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（百円／頭）

（その他の肉専用種）

保証基準価格

合理化目標価格
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指定肉用子牛の平均売買価格の推移（３）
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（百円／頭）
（乳用種）

保証基準価格

合理化目標価格

（１，１４０）
（１，１００）

（８００）

（１，５６０）

（１，３１０）

注： 「乳用種」の平均売買価格については、１２年度第１四半期より

「肉専用種以外の品種」から分離したため、１１年度までの価格と

は連続しない。
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（百円／頭）
（交雑種）

保証基準価格

合理化目標価格

注： 「交雑種」の平均売買価格については、１２年度第１四半期より「肉専用種以外
の品種」から分離したため、１１年度までの価格とは連続しない。
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